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千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱 

 

平成二年八月二十九日 

告示第七百号 

  

 改正 平成 三年 五月一七日告示第五一一号  平成 四年 五月二六日告示第四五三号   

   平成 七年 三月 七日告示第一九二号 平成 九年 五月一三日告示第四三五号   

   平成一一年一二月二八日告示第一〇三四号  平成一二年 三月三一日告示第三〇一号   

   平成一四年 四月 一日告示第三一二号 平成一四年 五月二四日告示第四四二号   

   平成一五年 四月 一日告示第三三一号 平成一六年 四月 一日告示第四二四号   

   平成一六年 八月一三日告示第七二五号  平成一七年 四月 一日告示第三二九号   

   平成一九年 三月三〇日告示第四一三号  平成二〇年 三月三一日告示第三八八号   

  平成二二年 三月三一日告示第二五九号  平成二三年 三月三一日告示第二九五号  

  平成二四年 三月三〇日告示第二五七号 

平成二七年 三月三一日告示第三二二号 

平成二六年 三月三一日告示第二四二号  

平成二九年 五月十二日告示第三六九号  

 

 

千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱 

 

（目的） 

第一条 この要綱は、自然公園及び自然環境保全地域におけるいわゆるリゾ

ートマンション等の建設が自然景観その他の環境に著しい影響を与えるお

それがあることから、事前に必要な指導等を行うことにより良好な環境の

保全を図ることを目的とする。 

（定義） 

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

一 自然公園等 自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号。以下

「法」という。）第二条第一号に規定する自然公園及び千葉県自然環境

保全条例（昭和四十八年千葉県条例第一号。以下「保全条例」とい

う。）第六条の規定による自然環境保全地域をいう。 

二 自然公園特別地域等 法第二十条の規定による特別地域及び法第七十

三条の規定による特別地域並びに保全条例第九条の規定による特別地区

をいう。 

三 自然公園普通地域等 法第三十三条の規定による普通地域及び千葉県

立自然公園条例（昭和三十五年千葉県条例第十五号。以下「公園条例」

という。）第二十条の規定による普通地域並びに保全条例第十一条の規

定による普通地区をいう。 

四 建設事業 自然公園等における次のいずれかに該当する工作物（増築

後において、これらのいずれかに該当することとなる工作物を含む。以

下「建築物等」という。）の新築又は増築をいう。 

イ 自然公園特別地域等における建築物にあっては、当該建築物の建築

面積（建築物の地上部分の水平投影面積をいう。）が五百平方メート
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ルを超えるもの 

ロ 自然公園普通地域等における建築物にあっては、当該建築物の高さ

が十三メートルを超えるもの又は当該建築物の延べ面積（建築基準法

施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第二条第一項第四号に掲

げる延べ面積をいう。）が千平方メートルを超えるもの 

ハ 自然公園等における建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の

高さが三〇メートルを超えるもの 

五 事業者 建設事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によ

らないで自らその工事をする者をいう。 

六 周辺住民 建設事業により自然景観その他の環境に著しい影響を受け

る地域に居住する者をいう。 

（適用の範囲） 

第三条 この要綱は、自然公園等における次の各号に定める事業以外の建設

事業について適用する。ただし、千葉県開発行為等規制細則（昭和四十五

年千葉県規則第五十二号）第四条に規定する知事への協議を行うこととな

る事業については、第五条から第九条までの規定は、適用しない。 

一 法第二条第六号に規定する公園事業及び公園条例第二条第三号に規定

する公園事業 

二 国又は地方公共団体が実施する事業 

（事業者の責務） 

第四条 事業者は、自然公園等における自然環境の保全の重要性を強く認識

し、建設事業の計画策定に当たっては、この要綱に定める手続に従い自然

環境の保全に努めるとともに、関係法令を遵守しなければならない。 

２ 事業者は、建設事業によって周辺住民等に迷惑を及ぼさないよう最善の

努力をしなければならない。 

（事前協議） 

第五条 事業者は、建設事業を実施しようとするときは、あらかじめ、当該

建設事業の計画について知事に協議（以下「事前協議」という。）をする

ものとする。 

２ 知事は、建設事業を実施しようとする事業者に対し、次の各号に掲げる

建設事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる申請又は届出が行われ

る前に、前項の事前協議を行うよう指導するものとする。 

 一 自然公園特別地域等における建設事業 法第二十条第三項、公園条例

第一九条第一項及び保全条例第九条第四項の規定による許可の申請 

 二 自然公園普通地域等における建設事業 法第三十三条第一項、公園条

例第二十条第一項及び保全条例第十一条第一項の規定による行為の届出 

３ 第一項の規定により事前協議をしようとする事業者は、次の各号に掲げ

る関係図書を添えて、自然公園等における建築物等建設事前協議申出書

（別記第一号様式。以下「事前協議申出書」という。）を知事に提出する

ものとする。 

一 事業計画概要書 

二 位置図（縮尺二万五千分の一） 

三 地形図（縮尺二千五百分の一） 
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四 土地利用計画図 

五 建築物等の配置図 

六 建築物等の平面図及び立面図 

七 建設事業予定地の縦断図及び横断図 

八 建設事業予定地及びその周辺地の現況写真 

九 その他知事が必要と認めるもの 

（事業者への指導等） 

第六条 知事は、事前協議があったときは、事業者に対し、必要な指導及び

助言をすることができる。 

２ 知事は、前項の指導及び助言を行おうとするときは、あらかじめ、建設

事業が実施される土地が存する市町村の長及び自然環境に関し専門的知識

を有する者の意見を聴くものとする。 

３ 事業者は、第一項の規定による指導及び助言があったときは、当該指導

及び助言に対する対応の状況及びその結果を知事に報告するものとする。 

（環境等調査書の提出等） 

第七条 知事は、事前協議において、当該建設事業の実施が自然景観その他

の環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、かつ、その保全を図るために

調査を行う必要があると認めるときは、事業者に対し、自然公園法施行規

則（昭和三十二年厚生省令第四十一号）第十条第三項又は千葉県立自然公

園条例施行規則（昭和三十五年千葉県規則第十五号）第十二条第三項に規

定する書類（次項において「環境等調査書」という。）の提出を求めるも

のとする。 

２ 知事は、環境等調査書に関し事業者へ指導及び助言を行おうとするとき

は、あらかじめ、必要に応じて自然環境に関し専門的知識を有する者の意

見を聴くものとする。 

（事業者への通知） 

第八条 知事は、事前協議が終了したときは、事業者に対し、その旨を通知

するものとする。 

（建設事業の廃止又は変更） 

第九条 事業者は、第五条第三項の規定による事前協議申出書の提出後にお

いて、建設事業を廃止し、又は建設事業に係る計画を変更したときは、速

やかにその旨を建設事業廃止届出書（別記第二号様式）又は建設事業変更

届出書（別記第三号様式）により知事に届け出るものとする。 

２ 知事は、前項の規定により計画の変更の届出を受けた場合において、当

該変更による変更後の事業が建設事業であるときは、事前協議に係る手続

の全部又は一部を執ることを当該事業者に指導することができる。ただ

し、特に知事が認めるときは、この限りでない。 

３ 事業者は、前項本文に規定する指導を受けたときは、必要な手続を執る

ものとする。 

（補則） 

第十条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項

は、別に知事が定める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この要綱は、平成二年九月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に用地を取得し、施行の日後に着工する建設事業

については、この要綱を適用する。この場合において、第五条第一項の規

定による事前協議は、建設事業を着工する前に行うものとする。 

附 則（平成三年五月十七日告示第五百十一号） 

この要綱は、平成三年五月一日から施行する。 

附 則（平成四年五月二十六日告示第四百五十三号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成七年三月七日告示第百九十二号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成九年五月十三日告示第四百三十五号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十一年十二月二十八日告示第千三十四号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成十二年一月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行前に、改正前のそれぞれの告示の規定により調製した用

紙は、この告示の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用す

ることができる。 

附 則（平成十二年三月三十一日告示第三百一号） 

この告示は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成十四年四月一日告示第三百十二号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成十四年五月二十四日告示第四百四十二号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成十五年四月一日告示第三百三十一号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成十六年四月一日告示第四百二十四号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成十六年八月十三日告示第七百二十五号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成十七年四月一日告示第三百二十九号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成十九年三月三十日告示第四百十三号） 

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十年三月三十一日告示第三百八十八号） 

この告示は、平成二十年四月一日から施行する。 

  附 則（平成二十二年三月三十一日告示第二百五十九号） 

この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。 

  附 則（平成二十三年三月三十一日告示第二百九十五号） 

この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。 
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  附 則（平成二十四年三月三十日告示第二百五十七号） 

この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。 

  附 則（平成二十六年三月三十一日告示第二百四十二号） 

この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十七年三月三十一日告示第三百二十二号） 

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。 

  附 則（平成二十八年三月三十一日告示第二百六十二号） 

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。 

  附 則（平成二十九年五月十二日告示第三百六十九号） 

この告示は、平成二十九年五月十二日から施行する。 

  

 

 

別 記 

第一号様式 

（第五条第三項） 

第二号様式 

（第九条第一項） 

第三号様式 

（第九条第一項） 

 



 

 

 

 

別記第一号様式（第五条第三項） 

自然公園等における建築物等建設事前協議申出書 

年  月  日  

 千葉県知事     様 

住 所（所在地）              

氏 名（名称及び代表者の氏名）    ○印   

電 話                   

 千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱第５条の規定により、

次のとおり協議します。 

１ 事業の名称  

２ 施 行 者  

３ 位 置  

４ 

事 
 
 

業 
 
 

計 
 
 

画 
 
 

概 
 
 

要 

建築物等の
規模・構造 

 

建築物等の
用途 

 

敷地面積         ㎡ 敷地に接する道路の幅員        ｍ 

建築面積    ㎡ 建ぺい率  ％ 延面積    ㎡ 容積率    ％ 

景 観 形 成 の 方 針  
動植物の影響範囲 
とその対策の概要 

 

日影の影響範囲とそ
の 対 策 の 概 要 

 

電波障害の影響範囲
とその対策の概要 

 

既設道路等の接続 
及び取付けの状態 

 

上水の供給の方針  

下水道処理の方針  

ご み 処 理 の 方 針  

地 下 水 対 策  

風 害 対 策  

騒 音 対 策  

防 災 計 画  

駐 車 台 数 敷地内          近接地 

５ 
その他特記すべき事 
項 

 

 注 個人が申し出る場合は、申出者の氏名を自署することにより、押印を省略すること

ができる。 

 



 

 

 

別記第二号様式（第九条第一項） 

建 設 事 業 廃 止 届 出 書              

年  月  日  

 千葉県知事     様 

住 所（所在地）              

氏 名（名称及び代表者の氏名）    ○印   

電 話                   

 千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱第９条第１項の規定に

より、次のとおり届け出ます。 

 
建設事業の名称  

 

廃 止 年 月 日 年   月   日    

廃 止 の 理 由 

 

注 個人が届け出る場合は、届出者の氏名を自署することにより、押印を省略する

ことができる。 

 



 

 

 

別記第三号様式（第九条第一項） 

建 設 事 業 変 更 届 出 書              

年  月  日  

 千葉県知事     様 

住 所（所在地）              

氏 名（名称及び代表者の氏名）    ○印   

電 話                   

 千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱第９条第１項の規定に

より、次のとおり届け出ます。 

 
建設事業の名称  

 

変 更 年 月 日 年   月   日 

変 更 内 容 

変 更 前 変 更 後 

  

変 更 理 由 
 

注 個人が届け出る場合は、届出者の氏名を自署することにより、押印を省略する

ことができる。 

  


